
 

投稿年月日 令和 4年 1月 17日 投稿者 市内在住 男性 

ご意見・ご提案

内 容 

 令和４年新年のごあいさつ「・・・また、このまちに暮らす皆様方

がより豊かに、より明るい未来を描くことができるよう、道路整備や

産業の振興をはじめ、さまざまな施策に力を注いでまいります・・・。

「言うは易く行うは難し」そのための財源はどうするんですか、生活

道路は２年も３年も待たなければできません。「海の物とも山のもの

ともつかない」自転車専用道路は即中止して市民と直結した生活道路

等に財源をあてましょう。南島原市の次世代のため１円でもおカネを

残しましょう。 

 

回   答 

 「道路整備や産業の振興をはじめ、さまざまな施策に力を注ぐため

の財源をどうするのか」とのご質問ですが、国や県の補助事業や過疎

対策事業債を活用するなど、本市の財政負担を低減しつつ財源確保に

取り組んでいるところです。 

また、「「海の物とも山のものともつかない」自転車専用道路は即中止

して市民と直結した生活道路等に財源をあてましょう。」とのご提案

についてですが、市が整備を進めている「自転車歩行者専用道路」は、

通勤・通学といった日常利用をはじめ、散歩やジョギングなどの健康

づくりやＣＯ２排出削減、地域活性化等を目的とした社会インフラ整

備の一環として、市民の皆さまが、ルールに則り、誰でも利用できる

道路として整備を進めているもので、その名が示すとおり、自転車利

用者だけではなく、歩行者も利用することができる、市民生活と直結

した生活道路でもあります。 

この南島原市自転車歩行者専用道路の整備につきましては、令和２

年度から国の補助事業として採択され、国の補助金など有利な制度を

活用して計画的に整備を進めることとしており、ご承知かと思います

が、国の機関の承認を得た国庫補助事業等を中止してその補助金を別

の用途に利用することは、国の法令及び制度により認められておりま

せんので、自転車歩行者専用道路の整備を中止して、その資金を別の

道路整備に転用することはできません。 

次に、「南島原市の次世代のため１円でもおカネを残しましょう。」

とのご意見についてですが、将来の財政負担が大きくならないようバ

ランスをとりながら貯める（積立金を増やす）取り組みも行っている

ところでございます。 
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